
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号

軌
道
法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属

す
る
事
務
で
都
道
府
県
が
処
理
す
る
も
の
等
を
定

め
る
政
令

内
閣
は
、
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第

二
十
五
条
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

（
都
道
府
県
知
事
等
へ
の
権
限
の
委
任
等
）

第
一
条
　
軌
道
法
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権

の
う
ち
、
同
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軌
道
に

お
け
る
次
に
掲
げ
る
工
事
の
工
事
方
法
の
変
更
に
つ
い

て
の
認
可
は
、
都
道
府
県
知
事
（
当
該
都
道
府
県
の
区

域
内
の
軌
道
を
敷
設
す
る
地
が
一
の
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い

う
。
）
の
区
域
内
の
み
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
指
定
都
市
の
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
行
う
。

一
　
道
路
上
に
お
け
る
軌
道
中
心
線
を
変
更
す
る
工
事

で
あ
つ
て
そ
の
変
更
が
一
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

二
　
道
路
上
に
お
け
る
軌
道
面
の
高
さ
を
変
更
す
る
工

事
で
あ
つ
て
そ
の
変
更
が
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の

三
　
道
路
上
に
お
け
る
曲
線
半
径
を
長
く
し
、
又
は
三

十
メ
ー
ト
ル
ま
で
短
く
す
る
工
事

四
　
道
路
上
に
お
け
る
勾
配
を
緩
や
か
に
し
、
又
は
千

分
の
三
十
三
ま
で
急
に
す
る
工
事

五
　
認
可
を
受
け
た
設
計
と
同
一
の
設
計
で
行
う
橋
に

関
す
る
工
事
。
た
だ
し
、
併
用
軌
道
に
お
け
る
も
の

に
限
る
。

六
　
軌
条
（
附
属
品
を
含
む
。
）
の
重
量
の
増
加
の
工

事
七
　
枕
木
の
寸
法
を
増
大
し
、
又
は
枕
木
の
敷
設
間
隔

を
縮
小
す
る
工
事

八
　
道
床
の
構
造
を
変
更
す
る
工
事

九
　
当
該
軌
道
に
お
い
て
使
用
す
る
転
て
つ
器
又
は
轍

叉
て
つ
さ
と
同
一
の
構
造
の
転
て
つ
器
又
は
轍
叉
を

使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
わ
た
り
線
及
び
側
線
並
び

に
停
留
場
の
配
線
変
更
に
関
す
る
工
事
。
た
だ
し
、

併
用
軌
道
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。

十
　
軌
道
の
排
水
設
備
に
関
す
る
工
事
。
た
だ
し
、
併

用
軌
道
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。

十
一
　
踏
切
道
の
改
良
の
工
事

十
二
　
停
留
場
の
新
設
及
び
廃
止
並
び
に
位
置
の
変
更

の
工
事
そ
の
他
停
留
場
に
お
け
る
建
造
物
に
関
す
る

工
事
。
た
だ
し
、
保
安
設
備
に
関
す
る
も
の
を
除

き
、
併
用
軌
道
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。

十
三
　
電
線
路
の
こ
う
長
又
は
延
長
を
増
加
す
る
工
事

十
四
　
電
車
線
の
区
分
を
変
更
す
る
工
事

十
五
　
変
電
所
の
き
電
区
域
を
変
更
す
る
工
事

十
六
　
き
電
点
を
変
更
す
る
工
事

十
七
　
き
電
線
の
種
類
及
び
太
さ
を
変
更
す
る
工
事

２
　
軌
道
法
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
の
う

ち
、
同
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
輸
を
開
始

し
た
後
に
行
わ
れ
る
軌
道
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
工
事

に
係
る
工
事
方
法
書
の
記
載
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
の

認
可
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
除
く
。
）
は
、
都

道
府
県
知
事
が
行
う
。

一
　
土
工
定
規
の
変
更
に
関
す
る
工
事
。
た
だ
し
、
新

設
軌
道
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。

二
　
土
留
壁
及
び
土
留
擁
壁
に
関
す
る
工
事
。
た
だ

し
、
新
設
軌
道
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。

三
　
軌
道
構
造
に
関
す
る
工
事

四
　
車
庫
及
び
車
両
検
査
修
繕
施
設
に
関
す
る
工
事
。

た
だ
し
、
新
設
軌
道
と
併
用
軌
道
が
交
互
に
存
在
す

る
線
区
に
お
け
る
新
設
軌
道
以
外
の
新
設
軌
道
に
お

け
る
も
の
に
限
る
。

五
　
踏
切
道
の
保
安
設
備
に
関
す
る
工
事

六
　
信
号
保
安
設
備
に
関
す
る
工
事

七
　
保
安
通
信
設
備
に
関
す
る
工
事

八
　
送
電
系
統
の
変
更
に
関
す
る
工
事

九
　
電
気
軌
道
の
方
式
の
変
更
に
関
す
る
工
事

十
　
発
電
所
、
変
電
所
、
開
閉
所
及
び
配
電
所
に
関
す

る
工
事

十
一
　
送
電
線
路
、
配
電
線
路
及
び
き
電
線
路
に
関
す

る
工
事

十
二
　
電
車
線
路
に
関
す
る
工
事

十
三
　
軌
道
の
構
造
及
び
道
路
の
舗
装
に
関
す
る
工

事
。
た
だ
し
、
併
用
軌
道
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。

３
　
軌
道
法
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
の
う

ち
、
同
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
他
の
軌
道
経

営
者
又
は
鉄
道
運
送
事
業
者
（
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六

十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
鉄
道
運
送
事
業
者
を
い
う
。
）
が
現
に
そ
の
事
業

の
用
に
供
し
て
い
る
車
両
を
購
入
す
る
場
合
又
は
当
該

車
両
を
運
転
す
る
場
合
の
認
可
及
び
車
両
の
設
計
の
変

更
に
つ
い
て
の
認
可
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
。

４
　
軌
道
経
営
者
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
書
類
及
び
図
面
を
添
え
て
、
線
路
を
変
更
し
、

又
は
工
事
方
法
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
変
更
す

る
場
合
に
占
用
す
る
こ
と
と
な
る
道
路
又
は
河
川
に
関

す
る
占
用
面
積
図
と
と
も
に
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
軌
道
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十

八
号
）
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知

事
が
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
で
あ
つ

て
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
が
道
路
に
重
大
な
関
係

を
有
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６
　
軌
道
経
営
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
四
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
申
請
書
の
副
本
並
び
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

書
類
及
び
図
面
を
所
管
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
地
方
運
輸
局
長

に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
認
可
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
工
事
に
関
す
る
図
面
を
添
え

て
、
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

定
に
よ
る
認
可
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
四
項
に
規
定
す

る
道
路
又
は
河
川
の
管
理
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と

と
も
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
占
用
面

積
図
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10
　
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
変
更
が
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
軽
微
な
変
更
に
該
当
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県

知
事
に
届
け
出
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

11
　
軌
道
経
営
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る

場
合
に
は
、
届
出
書
の
副
本
を
所
管
地
方
運
輸
局
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12
　
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
は
、
軌

道
法
中
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
国
土

交
通
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す

る
規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と

す
る
。

（
地
方
運
輸
局
長
へ
の
権
限
の
委
任
等
）

第
二
条
　
軌
道
法
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
運
輸
局
長
が
行

う
。

一
　
軌
道
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軌
道
の
工

事
に
つ
い
て
同
法
第
十
四
条
の
命
令
で
定
め
る
軌
道

の
建
設
に
関
す
る
規
程
に
よ
る
設
計
に
よ
ら
な
い
こ

と
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可

二
　
軌
道
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
速

度
及
び
度
数
の
決
定
に
係
る
認
可

三
　
軌
道
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
の

管
理
の
委
託
又
は
受
託
に
係
る
許
可

四
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道
事

業
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
管

理
規
程
の
変
更
に
係
る
届
出
の
受
理

五
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道
事

業
法
第
十
八
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
管

理
者
の
選
任
又
は
解
任
に
係
る
届
出
の
受
理

六
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道
事

業
法
第
十
八
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
管

理
者
の
解
任
に
係
る
命
令

七
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道
事

業
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
の
管

理
の
委
託
又
は
受
託
に
係
る
命
令
又
は
許
可
の
取

消
し

２
　
軌
道
法
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
運
輸
局
長
も
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

一
　
軌
道
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
命
令
及

び
監
査

二
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道
事

業
法
第
十
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
管

理
規
程
（
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
届
出
が
あ
つ
た

変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
変
更
の
命
令

三
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道
事

業
法
第
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
整
理
及

び
公
表

四
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道
事

業
法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収

五
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道
事

業
法
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
立
入
検
査
及
び
質
問

３
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に

規
定
す
る
認
可
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る

認
可
に
あ
つ
て
は
工
事
に
関
す
る
図
面
を
、
同
項
第
二

号
に
規
定
す
る
認
可
に
あ
つ
て
は
運
転
速
度
及
び
度
数

表
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
事
務
の
区
分
）

第
三
条
　
第
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
同
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
軌
道
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項

及
び
第
三
条
並
び
に
第
一
条
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第

九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す

る
。

附
　
則

1



１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
軌
道
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
依
る
職
権
委
任
に
関

す
る
件
（
大
正
十
二
年
内
務
省
令
、
鉄
道
省
令
）
は
、

廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
三
日
政
令
第

二
六
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
九
月
一
七
日
政
令
第
二

九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
軌
道
法
施
行
令
第
六
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
に
対
し

て
さ
れ
た
申
請
に
係
る
処
分
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
四
月
二
八
日
政
令
第
一

三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
に

対
し
て
さ
れ
た
改
正
後
の
軌
道
法
の
規
定
に
よ
る
主
務

大
臣
の
職
権
を
都
道
府
県
知
事
等
に
委
任
す
る
政
令
第

一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
可
の
申
請
に
係
る
処
分
に

関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
四
月
三
〇
日
政
令
第
一
六

七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
七
日
政
令
第
二
八
五

号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
さ

れ
た
改
正
前
の
軌
道
法
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
職

権
を
都
道
府
県
知
事
等
に
委
任
す
る
政
令
第
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
認
可
の
申
請
に
係
る
処
分
に
関
し
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
七
日
政
令
第

三
三
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成

十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
十
八
号
）
又
は
旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
（
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く

政
令
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
命
令
等
の
処

分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い

う
。
）
で
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら

の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ

と
と
な
る
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お

い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
た
に
当

該
行
政
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
者
の
し
た
処
分
等
の

行
為
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
二
一
日
政
令
第
二

三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
運
輸
の
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
鉄

道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
軌
道
法
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
の
管
理
の
委
託
又
は
受
託
に

係
る
許
可
の
申
請
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
五
日
政
令
第
八
四

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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